
 許可の要否判定フロー

許可を要しない工事に該当するか（詳細は、盛土規制法に係る許可申請の手引き「1.6 許可を要しない工事」参照）
 主な例）公共施設用地に該当する（道路、公園、河川など）
     工事の施行に付随して行われる土石の堆積であって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に堆積するもの

いいえ

はい（➀～➄に該当）

都市計画法に基づく
開発許可を受けた

はい

盛土規制法の許可を
受けたものとみなす
※盛土規制法に係る手続き
 は不要

許可手続きが必要

  はい
（➅➆に該当）

はい

＜特定盛土等規制区域＞
工事内容が、以下の➀～➆のいずれかに該当するか
（詳細は、盛土規制法に係る許可申請の手引き「1.5 許可・届出を要する工事」参照）
【土地の形質の変更】
 ➀盛土で高さ2mを超える崖を生じるもの
 ➁切土で高さ5ｍを超える崖を生じるもの
 ➂盛土と切土を同時に行い、高さが5ｍを超える崖を生じるもの（➀、➁を除く）
 ➃盛土で高さが5ｍを超えるもの（➀、➂を除く）
 ➄盛土又は切土する土地の面積が3,000㎡を超えるもの
【土石の堆積】
 ➅高さが５ｍを超え、かつ面積が1,500㎡を超えるもの
 ➆堆積する土地の面積が3,000㎡を超えるもの
※土地の形質の変更について、工事中に➀～➄に該当する状況であっても、出来
 形として該当していなければ許可の対象とはなりません。

許可申請
手続不要

一定の造成行為※１を行う場合に届出※２が必要
 ※１ 宅地造成等工事規制区域における規制対象行為（➀～➆）
  ※２ 盛土規制法第27条に基づく届出（着手日の30日前まで）

はい

いいえ

工事場所が宅地造成等工事規制区域内であるか

はい

いいえ

いいえ

＜宅地造成等工事規制区域＞
工事内容が、以下の➀～➆のいずれかに該当するか
（詳細は、盛土規制法に係る許可申請の手引き「1.5 許可・届出を要する工事」参照）
【土地の形質の変更】
 ➀盛土で高さ1mを超える崖を生じるもの
 ➁切土で高さ2ｍを超える崖を生じるもの
 ➂盛土と切土を同時に行い、高さが2ｍを超える崖を生じるもの（➀、➁を除く）
 ➃盛土で高さが2ｍを超えるもの（➀、➂を除き、崖を生じないもの）
 ➄盛土又は切土する土地の面積が500㎡（30cm以内の造成高の範囲を除く）を超えるもの
【土石の堆積】
 ➅高さが2ｍを超え、かつ面積が300㎡を超えるもの
 ➆堆積する土地の面積が500㎡（30cm以内の造成高の範囲を除く）を超えるもの
※土地の形質の変更について、工事中に➀～➄に該当する状況であっても、出来形として該
 当していなければ許可の対象とはなりません。

いいえ


